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従事者等への新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（お願い） 

 

新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株の新たな系統への置き変わりが進む可能性があり、

今後感染者数の増加が懸念されています。また、福岡市内の高齢者施設等では今年６月においても、80か

所以上で 200人を超える新型コロナウイルス感染症の新規陽性者が発生し、中には陽性者が 60人以上とな

った施設もあるなど、依然として油断できない状況が続いています。 

各施設におかれましては、入所者・利用者に対するワクチンの出張接種をご活用いただいていることと

存じますが、入所者等は重症化リスクが高いため、従事者の健康管理やスクリーニング検査、積極的なワ

クチン接種の実施などの感染予防・感染拡大防止対策を徹底されることが重要になります。 

つきましては、下記事項にご留意の上、引き続き対策を徹底いただくよう、お願いいたします。 
 

記 
 

１ 従事者の健康管理の徹底 

従事者の出勤時における健康状態確認の徹底及び風邪症状がある場合の勤務見合せなど、ウイルスを

持ち込まないための対策や、食事時の黙食、会話時のマスク着用、密の回避、こまめな手指消毒などの

感染予防対策並びに従事者の自己管理を徹底してください。 
 

２ スクリーニング検査の活用 

できる限り早く無症状等の感染者を把握し、感染拡大防止策を講じることができるよう、市の「介護

施設従事者等へのスクリーニング検査事業」により、従事者及び新規入所者に対する検査を徹底してく

ださい（従事者は週１回程度、新規入所者は入所時に１回）。 
 

 

 

       

 

 

 
 
 

３ 従事者等のワクチン接種の促進 

現在の福岡市における感染動向は、若い世代で増加傾向となっていますが、３回目接種等が進んでい

る年代では陽性者の増加傾向が抑えられています。ワクチン接種の効果は時間の経過に伴い徐々に低下

しますが、３回目接種を行うことで感染予防や重症化予防などの効果が高まると報告されています。 

福岡市では 7・8月の金曜・土曜限定の「夏休みまちかど接種」や買い物ついでに接種できる「天神立

ち寄り接種」なども実施しておりますので、入所者等はもとより従事者に対しても、ワクチン接種を積

極的に促進いただくようお願いします。 

※別添チラシを従事者への周知等にご活用ください。 

 

裏面あり 

＜URL＞https://www.wism-mutoh.jp/special/?health_flg=1&id=1640067957-973276 

 

・申込専用フォーム 

・実施マニュアル  

・結果報告フォーム 

左の二次元コードを読み取ってください。 



 

 

 

 

４ 感染発生時のサービス提供体制の確保 

介護施設等は、支援が必要な方が多数利用しており、感染発生時でも、感染拡大防止対策を徹底した

上で、継続的なサービス提供が必要となりますので、感染発生時のサービス提供体制維持のための方策

や業務継続計画（ＢＣＰ）の策定などをご検討ください。 

 

５ 陽性者が発生した場合の報告 

従事者や利用者・入所者が陽性となった場合は、事業者指導課へ別紙様式により速やかに報告をお願

いします。感染拡大防止のため、必要に応じて、不足する衛生資材の提供や運営に係るアドバイス等の

支援を実施します。 

 

 

＜参考＞感染拡大防止対策動画・テキスト掲載ページ 

  福岡市ホーム ＞ 健康・医療・福祉 ＞ 高齢・介護 ＞ 事業者の方へ ＞   

お知らせ ＞ 新型コロナウイルス感染予防及び感染拡大防止対策について 

 

＜URL＞https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/05/5030302_2.html 

 

 

 

 

福岡市 福祉局 高齢社会部 事業者指導課 

施設指導係 TEL：092-711-4319 

在宅指導係 TEL：092-711-4257 


